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評 価 水 準 ＜ 0.6

区　分　所　有　補　正　率※

⑩　×　0.6

区　　　　　　　　　分

（注４）　　「⑫　区分所有補正率」は、 次の区分に応じたものになります （補正なしの場合は、 「⑫　区分所有補正率」

（注３）　　「④　所在階」について、 一室の区分所有権等に係る専有部分が複数階にまたがる場合は階数が低い方の

（注１）　　「①　築年数」は、建築の時から課税時期までの期間とし、１年未満の端数があるときは１年として計算します。

△

居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書

階とし、一室の区分所有権等に係る専有部分が地階（地下階）である場合は０とします。

△

（注２）　　「②　総階数」に、地階（地下階）は含みません。

「⑫　区分所有補正率」欄に「評価しない」と記載します（全戸所有している場合には、 評価乖離率が ０又は負数

の場合であっても、敷地利用権に係る区分所有補正率は１となります。）。

欄に「補正なし」と記載します。）。

ずれも単独で所有（以下「全戸所有」といいます。）している場合には、 敷地利用権に係る区分所有補正

率は１を下限とします。この場合、「備考」欄に「敷地利用権に係る区分所有補正率は１」と記載します。

   ただし、 全戸所有している場合であっても、 区分所有権に係る区分所有補正率には下限はありません。

（注５）　　評価乖離率が０又は負数の場合は、区分所有権及び敷地利用権の価額を評価しないこととしていますので、

0.6 ≦ 評 価 水 準 ≦ １

１ ＜ 評 価 水 準

補正なし

⑩

※　　区分所有者が一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分及び一棟の区分所有建物の敷地のい


